
<つり下げ広告>
　・歩車道の区別のある道路では歩道側を向け、
　 その区別のない道路では原則的に民地側を向
　 けて取り付けるものであること。
　・電柱等１本につき、１個であること。
　・支電柱に表示するものでないこと。

・規格
　ａ≦0.4ｍ
　ｂ≦0.8ｍ
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<巻付広告>
　・電柱等１本につき、１個であること。
　・街灯柱に表示するものでないこと。

９ 電柱等利用広告
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